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デジタル田園都市国家インフラ整備 地域協議会の活動①

○ デジタル田園都市国家インフラ整備に係る地域協議会のもとで、第２フェーズとして、自治体への光
ファイバ、５G基地局の整備要望に係るアンケート調査の結果、整備場所や時期等について、具体
的な要望を提出した自治体と固定通信事業者、携帯電話事業者との個別議論（マッチング）を開始。

１ 光ファイバ整備要望【対固定通信事業者】

○対応状況:
県、市、NTT西、QTnet、当局をWebexで結び、全体で現状を確認し、海底光ケーブル施設費を含む光の構築費、運用費について

NTT西より情報提供いただき、引き続き、マッチングの場を継続することで終了。
福岡市からNTT西日本へ小呂島・玄界島への海底光ケーブル施設費用の概算資料の提出依頼中。

○開催日時： １１月２４日 １３：３０～１４：３０
○要望自治体: 長崎県佐世保市 ○整備希望年度： 検討中

取りまとめ

(1)アンケート調査によるマッチング【第１フェーズ】

県、市町村、通信事業者、九州総合通信局による個別議論の実施

①5G基地局整備要望
②光ファイバ整備要望

要望の送付

各要望に対する整備の見通し
（整備予定の有無、予定年度
等）

通信事業者の見通しの
送付

(2)個別議論によるマッチング【第２フェーズ】

個別議論を要望する案件 取りまとめ 要望の送付

各市町村⇒

各県、政令市

通
信
事
業
者

通
信
事
業
者

各市町村⇒

各県、政令市

九州総合通信局

取りまとめ

九州総合通信局

個別議論の場の設定

※５Gについては、第２回アンケート調査を3月に実施予定
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○概要：
広大な競馬場跡地を活用し、ウェルビーイングを実現する新た
な街づくりを目指しており、個人による健康状態の管理やＡⅠ
を活用したオンデマンド型相乗りタクシーの運行、街中を巡回
する自動運転車両の実現等を計画

○各携帯電話事業者のコメント：
・各事業者の現在のエリア状況や今後の計画について説明
・エリア展開に当たっては施設の整備状況や利活用方策を踏ま
えて検討したい。

・敷地内に基地局を設置する事が可能か検討いただきたい。
・生活利便性向上に繋がる案があれば協力していきたい。
・基地局の設置は、各社同時に行えるよう調整していただきたい。
・自動運転については通信量も含め検討が必要 等

デジタル田園都市国家インフラ整備 地域協議会の活動②

○概要：
共生社会の実現を目指して、昨年度から障がい者スポーツ
振興事業に取り組み、今年度はＡⅠカメラを活用したリアル
タイム配信を計画しており、リモートコーチングなど、屋内外で
の高速・大容量・多元接続を実現する５Ｇ環境の整備を要望

○携帯電話事業者のコメント
・各事業者の現在のエリア状況や今後の計画について説明
・要望を受けながら整備計画に反映できるものがあれば検討し
ていきたい。

・現在は屋内スポーツで活用されているが、今後屋外スポーツ
での計画があれば検討していきたい。 等

２ 5G基地局整備要望【対携帯電話事業者】

○開催日時： １２月２０日 １３：００～１４：００
○要望自治体: 熊本県荒尾市
○整備希望年度： 令和５年度

○開催日時： １２月２２日 １１：００～１２：００
○要望自治体: 福岡県田川市
○整備希望年度： 令和８年度

荒尾市のスマートシティ実行計画 田川市のパラスポーツによる共生社会実現への取組
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全国の５Ｇ人口カバー率

※ 携帯キャリア４者のエリアカバーを重ね合わせた数字
小数点第２位以下を四捨五入

９３．２%

都道府県別の5G人口カバー率
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●全国の５Ｇ人口カバー率は、2022年３月末で93.2％。
※目標 ︓ 2023年度末 95％、2025年度末 97％、2030年度末 99％ 【デジタル田園都市国家インフラ整備計画（2022年３月）】

●都道府県別の５Ｇ人口カバー率は、2022年３月末で全ての都道府県で70％を超えた。
※目標 ︓ 2025年度末 各都道府県90％程度以上 【デジタル田園都市国家インフラ整備計画（2022年３月）】
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（2022年３月末）

（2022年３月末） 携帯電話事業者のサービスエリアマップ

NTTドコモ au ソフトバンク 楽天モバイル

３
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５Ｇの整備状況（令和３年度末（2021年度末））



事業名 事業内容 事業主体 補助率

①
基地局施設
整備事業

圏外解消のため、携帯電話等の基
地局施設を設置する場合の整備
費を補助

地方公共
団体／

無線通信
事業者／
インフラ
シェアリン
グ事業者

※１
②

高度化施設
整備事業

３G・４Gを利用できるエリアで高度
化無線通信を行うため、５G等の携
帯電話の基地局を設置する場合
の整備費を補助

③
伝送路施設
運用事業

圏外解消又は高度化無線通信を
行うため、携帯電話等の基地局開
設に必要な伝送路を整備する場合
の運用費を補助

無線通信
事業者／
インフラシェ
アリング事業

者 ※１

④
伝送路施設
設置事業

圏外解消のため、携帯電話等の基
地局開設に必要な伝送路を設置
する場合の整備費を補助

地方公共
団体

携帯電話等エリア整備事業

地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において携帯電話等を利用可能とするとともに、５Ｇ等の高度化サービスの普及を促進する

ことにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的とする。

【１社参画の場合】 【複数社参画の場合】

国
１/２

市町村※２

３/１０

都道府県
１/５

市町村※２

１/５
国

２/３

都道
府県

２/１５

施策の概要

※２:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担

令和５年度予算案 １，７９８百万円
令和４年度第２次補正予算額 １，００１百万円

（令和４年度予算額 １，５００百万円）

※１ 本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用（インフラシェアリング）して
携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者をいいます。

事業主体：地方公共団体

事業主体：無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※３

【１社整備の場合】 【複数社共同整備等の場合】

無線通信事業者

１/２

国
１/２

無線通信事業者等

１/３

国
２/３

無線通信事業者等

１/２

国
１/２

※４:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村（全部離島）が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3

無線通信事業者等

１/３

国
２/３

【圏外解消用 100世帯以上】 【圏外解消用 100世帯未満】】
【高度化無線通信用 １社整備の場合】 【高度化無線通信用 複数社共同整備等の場合】

イメージ図

携帯電話交換局等
５Ｇ等対応設備の設置による

施設・エリアの高度化
（３G対応専用設備の４G対応
設備への高度化も含む）

イメージ図

④伝送路施設設置事業（海底光ファイバ）

①基地局施設整備事業

③伝送路施設運用事業
（高度化施設にかかる伝送路整備を行う場合も含む）

５G等対応送受信機を設置

５G等対応アンテナを設置

②高度化施設整備事業

インフラシェアリング事業者が
新規に５Ｇ基地局を設置する

場合も対象

※３:基地局施設整備事業の補助対象地域は、財政力指数0.5以下の市町村

離島市町村

１/３

国
２/３※４

  ４
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問２今後の方針

①整備中 ②整備予定

③協議中 ④計画なし

⑤必要と判断した場合協議開始 ⑥市町村内で整備を検討中

1616

問１整備意向

①ある ②しない

光ファイバ未整備地域に係るアンケート調査

県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 計
自治体数 5 5 6 3 4 2 7 32

【2022年12月末時点】

①

②
③

④
⑤ ⑥

①②

5

1

1

9

問３補助事業活用

①する ②しない

③未定 ④未記載

①

④

②
③

1
1

1

1

14

問４民間事業者との協議課題

①整備費負担不可 ②維持費・更新費負担不可

③整備費・維持費・更新費負担不可 ④維持費負担不可

⑤未記載

①②
③
④

⑤

※整備意向あり2自治体含む

3

10
6

2

4

問５整備しない方針理由・希望等

①協議不調 ②費用対効果

③LTE等の通信でカバー ④ワイヤレス固定ブロードバンド等の活用

⑤その他

①

②
③

④

⑤

※複数回答

その他
・海底ケーブル敷設・維持管理費
用の自治体不要のスキーム整備

・通信速度やフェージングの影響を
考えると無線から海底ケーブルへ
の変更が望ましいが費用負担困難

・地形の制限を受けない通信環境
(衛星)整備を国指導希望

・海底ケーブルの代替えとしてマイ
クロ無線を検討

５

※アンケート対象は、総務本省が令和２年度末ＦＴＴＨ
世帯カバー率が100%未満と確認されている自治体。
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				整備意向 セイビ イコウ				今後の方針 コンゴ ホウシン				補助事業活用 ホジョ ジギョウ カツヨウ
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整備意向





①ある	②しない	16	16	



今後の方針





①整備中	②整備予定	③協議中	④計画なし	⑤必用と判断した場合協議開始	⑥市町村内で整備を検討中	2	6	5	1	1	1	







スマートホーム

地域の拠点的地
点

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等
エ 負担割合：

イメージ図

農業IoT

無線局
エントランス

（クロージャ等）

高速・大容量無線通信の前提となる伝送路
コワーキング
スペース

スマートモビリティ教育ＩｏＴ観光ＩｏＴ

令和５年度当初予算案：42.0 億円

（自治体が整備する場合）

国
２／３

自治体
１／３

国（※）

１／２
自治体（※）

１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者が整備する場合）

国
１／２

３セク・民間
１／２

国
１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】

３セク・民間
２／３

（※）財政力指数０．５以上の自治体
は国庫補助率１／３

令和4年度当初予算:36.8億円
令和4年度2次補正予算:28.4億円

•5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事
業者等による、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援。具体的には、無
線局エントランスまでの光ファイバを整備する場合に、その整備費の一部を補助する。

•また、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、その一部
を補助する。

※離島地域の光ファイバ等の維持管理補助は、収支赤字の1/2

通信ビル

※新規整備に加え、令和２年度からは、電気通信事業者が公設設備の譲渡を受け、(5G対応等の)高度化を伴う更新を行う場合も補助。

（公設のままの高度化や高度化しない更新は対象外）

高度無線環境整備推進事業 ６



地域協議会の今後の進め方

（１）各県からの調査シートに関する各通信事業者による整備の見通し等の回答

• 各県の市町村からの調査シートの回答に関して、各通信事業者はそれぞれの整備計画に基づく整備年度の見

通し（何年度までには整備予定、整備は未定など）に係る回答を記載し、総通局に提出する（別途照会）。

• 提出された回答は、総通局から各県・政令市（政令市には、政令市分のみ）に送付する。

• 各県は、各社の回答を、該当する市町村のみに送付する。

• 各社の回答については、他社には基本的には公表しない。なお、整備の方向性が固まったものは、次回以降の

WGにおいて可能な範囲で取り組み状況を報告する。

（２）個別議論の実施

• 各社からの回答を受けて、市町村から個別議論を希望する案件があれば、県を通じて、対象の事業者及び案件

内容について、総通局に対して連絡する（政令市の場合は、直接総通局に連絡する）。

• 当該連絡を受けて、県、該当市町村、通信事業者、総通局の4者(政令市の場合は、3者)による議論の場の設定

を検討する。

（３）取り組み状況の報告

• 上記の活動を踏まえて、次回WGにおいて取り組み状況を報告する。

１．アンケート調査を踏まえた進め方

２．協議会での検討事項

（１）携帯電話基地局整備について（5G基地局整備に限る。）

（２）光ファイバ整備について（光ファイバ未整備地域の光化に限る。）

７
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